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【事案の概要】 

  本件は，別紙物件目録記載の各土地（以下「本件ゴルフ場」という。）の

所有者として登記され，本件ゴルフ場に係る固定資産税の納税義務を負う原告

が，固定資産課税台帳に登録された本件ゴルフ場の平成２７年度の価格を不服

として，裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ，棄却の決定（以下「本

件決定」という。）を受けたため，本件決定のうち，原告が適正な時価と主張

する価格を上回る部分の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令等の定め 

（１）地方税法（以下，単に「法」という。）の定め 

ア 固定資産税は，固定資産に対し，当該固定資産所在の市町村において課す

る普通税であり（法５条２項２号，３４２条１項），納税義務者は固定資産の

所有者（土地又は家屋については，原則として登記簿又は土地補充課税台帳若

しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者）である

（法３４３条１項，２項）。   

固定資産税の課税標準は，賦課期日（当該年度の初日の属する年の１月１

日）における固定資産の価格として，固定資産課税台帳に登録された金額（以

下この登録された価格を「登録価格」という。）であり（法３４９条，３４９

条の２，３５９条），この場合の価格とは「適正な時価」をいう（法３４１条

５号）。 

イ 固定資産のうち，土地と家屋については，原則として基準年度（昭和３１

年度及び昭和３３年度並びに昭和３３年度から起算して３年度又は３の倍数の

年度を経過したごとの年度。なお平成２７年度は基準年度である。）に評価を

行い，決定された価格（以下「基準年度の価格」という。）が基準年度の翌年

度（第２年度）及び翌々年度（第３年度）の課税標準の基礎となる（法３４１

条６号，３４９条）。 

ウ 固定資産の評価と価格の決定に当たっては，総務大臣は，地方財政審議会

の意見を聴いて，固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続（以

下「固定資産評価基準」という。）を定め，これを告示しなければならず（法

３８８条１項，２項），市町村長は，固定資産評価基準によって固定資産の価

格を決定しなければならない（法４０３条１項）。   

固定資産の価格は，固定資産評価員の評価調書に基づいて，市町村長が毎年

３月３１日までに決定し（法４１０条１項），市町村長が同決定したときは直

ちに固定資産課税台帳に登録しなければならない（法４１１条１項）。また，

市町村長は，固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録

した場合においては，直ちに，その旨を公示しなければならない（同条２



 山口地裁 平成 28(行ウ)6 

2 

 

項）。 

エ 固定資産税の納税者は，固定資産課税台帳に登録された価格（道府県知事

又は総務大臣が決定し，又は修正し市町村長に通知したものを除く。）につい

て不服がある場合は，固定資産の価格等の登録の公示の日から納税通知書の交

付を受けた日後３月以内に，文書をもつて，固定資産評価審査委員会に審査の

申出をすることができる（法４３２条１項）。固定資産評価審査委員会は，審

査の申出がなされたときは，直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行

い，その申出を受けた日から３０日以内に審査の決定をしなければならない

（法４３３条１項）。 

（２）固定資産評価基準の定め（あ９） 

ア 土地の評価は，土地の地目（田，畑，宅地，鉱泉地，池沼，山林，牧場，

原野，雑種地）の別に，それぞれ，固定資産評価基準が定める評価の方法によ

って行い，土地の地目の認定に当たっては，当該土地の現況及び利用目的に重

点を置き，部分的に僅少の差異の存するときであっても，土地全体としての状

況を観察して認定する（固定資産評価基準第１章第１節一）。 

イ 雑種地のうち，ゴルフ場，遊園地，運動場，野球場，競馬場及びその他こ

れらに類似する施設（以下「ゴルフ場等」という。）の用に供する一団の土地

（当該一団の土地のうち当該ゴルフ場等がその効用を果たす上で必要がないと

認められる部分を除く。以下「ゴルフ場等用地」という。）の評価について

は，当該ゴルフ場等を開設するに当たり要した当該ゴルフ場等用地の取得価額

に当該ゴルフ場等用地の造成費（当該ゴルフ場等用地の造成に通常必要と認め

られる造成費によるものとし，芝購入費，芝植付費及び償却資産として固定資

産税の課税客体となるものに係る経費を除く。）を加算した価額を基準とし，

当該ゴルフ場等の位置，利用状況等を考慮してその価額を求める方法による。

この場合において，取得価額及び造成費は，当該ゴルフ場等用地の取得後若し

くは造成後において価格事情に変動があるとき，又はその取得価額若しくは造

成費が不明のときは，附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した

価額による。（固定資産評価基準第１章第１０節二）。 

（３）平成１１年９月１日自治評第３７号自治省税務局資産評価室長通知「ゴ

ルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて」（あ１０。以下「ゴルフ場

通知」という。）の定め 

ア ゴルフ場通知は，「ゴルフ場の用に供する土地（以下「ゴルフ場用地」と

いう。）の評価は，固定資産評価基準第１章第１０節二に定めるところにより

行うこととされていますが，その具体的な取扱いについて，参考までに一例を

下記のとおりお示しします。」とした上で，次のとおり規定している。 

イ ゴルフ場用地の取得価額の算定方法について   
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ゴルフ場を開設するに当たり要した土地の取得価額は，次の方法により算定

した額によるものである。 

（ア）次の（イ）に該当するゴルフ場以外のゴルフ場   

当該ゴルフ場用地の取得に要した費用の額（立木の価額，補償費（移転補償

費，離作補償費等），登記に要する費用及び公租公課等を除く。以下同じ）

に，「宅地の評価割合」を乗じて得た額   

ここで「宅地の評価割合」とは，当該ゴルフ場所在市町村における宅地の評

価額の売買実例価額等に対する割合をいうものである。なお，当該割合は宅地

の評価額を基準としてゴルフ場用地の評価額を求めるために乗ずるものであ

り，平成６年度の評価替え以降，宅地の評価について当分の間地価公示価格等

の７割程度を目途とするものと定められたことに伴い，当分の間７割となるこ

とに留意すべきものである。 

（イ）ゴルフ場用地の取得後において価格事情に変動があったことにより，当

該土地の取得に要した費用の額を用いることが適当でないゴルフ場又は，その

取得に要した費用の額が不明なゴルフ場にあっては，以下のａ又はｂのいずれ

かの額。 

ａ 次のｂに該当するゴルフ場以外のゴルフ場にあっては，開発を目的とした

近傍の山林に係る売買実例価額等を基準として求めた額に「宅地の評価割合」

を乗じて得た額。 

ｂ その周辺地域の大半が宅地化されているゴルフ場（以下「市街地近郊ゴル

フ場」という。なお，市街化区域内に所在し，又は市街化区域に囲まれている

ゴルフ場については，原則として，市街地近郊ゴルフ場として扱うものであ

る。）にあっては，「（ゴルフ場の近傍の宅地の単位地積当たりの評価額）×

（ゴルフ場用地の地積）×（ゴルフ場用地を宅地に造成することとした場合に

おいて公共用地その他宅地以外の用途に供されることとなることが見込まれる

土地以外の土地の地積の当該ゴルフ場用地の総地積に対する割合（以下「潰れ

地以外の土地の割合」という。））－（ゴルフ場と同一規模の山林を宅地に造

成することとした場合において通常必要とされる造成費（以下「山林に係る宅

造費」という。））×（宅地の評価割合）」の算式により算定した額。   

なお，「潰れ地以外の土地の割合」は，原則として，市町村において地域

性，周囲の環境，当該市町村の宅地開発に係る指導要綱等から求めた割合を用

いるものであるが，当該市町村における「潰れ地以外の土地の割合」が不明の

ときは，全国の平均的な「潰れ地以外の土地の割合」である５割程度を参考と

して市町村において求めた割合（実情に応じ，これと異なる割合となることも

ある。）を用いるものである。   

また，「山林に係る宅造費」は，地域性，周囲の環境等により異なるもので
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あるので，それらを考慮して，原則として，市町村において求めた額によるも

のであるが，当該ゴルフ場の造成後において価格事情に変動があるとき，又は

山林に係る宅造費が不明のときは，山林に係る平均的宅造費（平成２７年度の

評価替えにおいては，８０３０円／平方メートル程度（平成２６年８月８日総

税評第２９号総務省自治税務局資産評価室長「ゴルフ場用地の評価に用いる造

成費について」（あ１１））を参考として市町村において求めた額（実情に応

じ，これと異なる額となることもある。）によるものである。 

ウ ゴルフ場の造成費の算定方法について 

（ア）ゴルフ場の造成費は，原則として，市町村において当該ゴルフ場のコー

スに係る造成費（設計費並びに直接工事費のうち伐採工事，伐根処理工事，表

土採集敷均し工事，切盛土工事，造成工事（ティーグラウンド，フェアウェ

イ，ラフ，バンカー及びパッティング・グリーンに係る造成工事をいう。），

測量工事及びヘビー・ラフ整地工事に係る経費の合計額をいい，芝植付費及び

償却資産として固定資産税の課税客体になるものに係る経費を除く。）に「宅

地の評価割合」を乗じて求める。 

（イ）上記（ア）の場合において，当該ゴルフ場の造成後において価格事情に

変動があるとき，又は造成費が不明のときは，ゴルフ場のコースに係る全国の

平均的造成費（平成２７年度の評価替えにおいては，丘陵コースにつき８１０

円／平方メートル程度，林間コースにつき６８０円／平方メートル程度（平成

２６年８月８日総税評第２９号総務省自治税務局資産評価室長「ゴルフ場用地

の評価に用いる造成費について」（あ１１））を参考として市町村において求

めた額に「宅地の評価割合」を乗じて求める。 

エ 位置・利用状況等による補正について   

ゴルフ場用地の評価において考慮すべきこととされているゴルフ場の位置，

利用状況等による補正は，当該ゴルフ場の年間の利用状況に応じ，他のゴルフ

場の価額との均衡を失しないよう，必要に応じ，増価又は減価を行うためのも

のである。 

２ 前提事実（後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

（１）本件ゴルフ場は，山口県下松市（以下「下松市」という。）内に所在す

る土地であり，塩田跡地であったところを昭和５９年頃ゴルフ場の用地として

造成され，現在，一体としてゴルフ場の用地として利用されている（あ３８，

い１０，１１，１６）。   

原告は，大正１０年６月１０日以降昭和６１年２月３日頃までに，順次本件

ゴルフ場の用地を取得し，原告を所有者とする登記をした。 

（２）本件ゴルフ場は下松市の南西部に位置し，市街化区域内にある。本件ゴ

ルフ場の大部分は都市計画法上の工業専用地域に指定され，本件ゴルフ場の北
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側の一部は同法上の工業地域に指定されている。本件ゴルフ場，その南にある

池沼及びその東から南東にかけての沿岸地域は，昭和３４年頃までは塩田とし

て利用されていたが，現在は工業専用地域や準工業地域，工業地域に指定さ

れ，発電所や工場等の用地として利用されるなどして，工業地域を形成してい

る（あ３８，い１０，１１）。 

（３）下松市長は，平成２７年度における本件ゴルフ場の固定資産としての評

価に際し，固定資産評価基準にいう「当該ゴルフ場等用地の取得価額」又は

「当該ゴルフ場等用地の造成に通常必要と認められる造成費」に関し，取得後

若しくは造成後において価格事情に変動があるとき，又はその取得価額若しく

は造成費が不明のときに該当すると判断し，「附近の土地の価額」又は「最近

における造成費」から評定した価額によることとし，上記土地価額及び造成費

について，不動産鑑定士であるＤ（以下「Ｄ鑑定士」という。）による不動産

鑑定評価に依拠することとした（あ５の１）。 

（４）Ｄ鑑定士による鑑定内容（あ５の２，い３ないし５） 

ア Ｄ鑑定士は，本件ゴルフ場の土地課税台帳及び同付属図面を用いて，実地

調査を行った上，平成２６年３月６日，本件ゴルフ場につき，〔１〕「価格時

点」を平成２６年１月１日，〔２〕「鑑定評価の依頼目的」を「固定資産税評

価額算定の基礎資料」，〔３〕「不動産の種別・類型」を「更地として」，

〔４〕「価格の種類」を「正常価格」，〔５〕「評価条件」を「現況が建物・

構築物等の敷地である場合には，当該建物等がなく，かつ使用収益を制約する

権利が付着していないものとしての土地のみの独立鑑定評価」及び「ゴルフ場

用地の開発を目的とした素地としての評価」として，不動産鑑定評価を行った

（以下「本件不動産鑑定」という。）。 

イ Ｄ鑑定士は，本件ゴルフ場の最有効使用を「工場地」とした上で，「取引

事例比較法」（多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い，これらに

係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い，かつ，地域要因の

比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し，これによっ

て対象不動産の価格を求める手法（不動産鑑定評価基準第７章第１節

〈３〉））を用いて，下記３つの取引事例を比較検討し，各事例の取引価格に

事情補正，時点修正，建付減価の補正，事例地の個別的要因の標準化補正をそ

れぞれ行って推定価格を求めた上，本件ゴルフ場との地域要因の比較を行い，

各事例の比準した価格を算出した。その上で，Ｄ鑑定士は，近隣地域と代替性

の高い類似地域内の事例（後記事例１）から求めた試算値を標準に，他の試算

値を勘案して，本件ゴルフ場の１平方メートル当たりの比準価格を２万０７０

０円と決定した。なお，Ｄ鑑定士は，本件ゴルフ場の比準価格を決定するに当

たり，近隣地域及びその周辺の類似地域において適切な取引事例が少なかった
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ため，広域的な類似地域内の事例，取引時点の古い事例も採用した。 

（ア）事例１ 

所在 下松市大字α字β 

地積 ２３２９．３９平方メートル 

取引時点 平成２３年９月 

取引価格 ２万４５４７円 

推定価格 ２万１９０２円 

比準した価格 ２万０７００円 

（イ）事例２ 

所在 山口県周南市大字γ字δ 

地積 ９９１７．９９平方メートル 

取引時点 平成２２年１２月 

取引価格 ２万９６００円 

推定価格 ２万３９６２円 

比準した価格 ２万０５００円 

（ウ）事例３ 

所在 山口県周南市ε 

地積 １８２８４．５１平方メートル 

取引時点 平成２２年３月 

取引価格 ２万４１７３円 

推定価格 １万９５０８円 

比準した価格 ２万１２００円 

ウ さらに，Ｄ鑑定士は，公示（基準）価格を規（比）準とした価格１平方メ

ートル当たり２万０３００円を算出し，この値と前記イで決定した本件ゴルフ

場の１平方メートル当たりの比準価格の値を踏まえて，本件ゴルフ場の標準価

格を２万０４００円と決定した。この標準価格に，本件ゴルフ場の高低差（１

ｍ程度）をなくす整地の必要があることによる１２％の減価として，個別的要

因に基づく格差率８８％を乗じて，本件ゴルフ場の鑑定評価額を１平方メート

ル当たり１万８０００円，本件ゴルフ場全体では４６億５０００万円と算定し

た（以下「本件不動産鑑定評価額」という。）。 

（５）下松市長は，本件不動産鑑定評価額をもって，本件ゴルフ場の「取得価

額」とし，本件ゴルフ場の形状等からして造成費を加算する必要はないとし

て，本件不動産鑑定評価額に宅地の評価割合である７割を乗じ（固定資産評価

基準第１章第１２節一「経過措置」），時点修正を施した上で，本件ゴルフ場

の登録価格（総額３２億０９３３万８６０７円，１平方メートル当たり１万２

４３６円）を本件ゴルフ場の登録価格とした（以下「本件登録価格」とい
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う。）（あ５の１）。 

（６）下松市長は，平成２７年５月１日付けで平成２７年度固定資産税・都市

計画税納税通知書を交付した（甲２，３）。 

（７）原告は，同年６月２９日，下松市固定資産評価審査委員会に対し，地方

税法４３２条１項に基づき，審査の申出をしたところ，同委員会は，同年１１

月２５日，原告の審査請求を棄却する旨の本件決定をした（あ４，７）。本件

決定に係る決定書は同年１１月３０日付けで原告宛てに発送され，同年１２月

１日に到達した（あ８）。 

（８）原告は，平成２８年５月２０日，山口地方裁判所に対し，本件訴訟を提

起した（顕著な事実）。 

【争点及び当事者の主張】 

１ 本件登録価格は，本件ゴルフ場に適用される固定資産評価基準の定める評

価方法に従って決定されたものといえるか（争点１） 

（１）被告の主張 

ア 評価の枠組み   

本件ゴルフ場については，実際の取得価額や造成費が不明である上，原告に

よる取得及び造成から相当期間が経過し，価格事情の変動がある場合に該当す

る。   

そこで，下松市は，本件ゴルフ場の取得価額を評定するため，Ｄ鑑定士に対

し，本件ゴルフ場について，土地の現状を前提に，ゴルフ場用地の開発を目的

とした素地としての価格を求めるよう依頼した。本件ゴルフ場は，造成される

前の塩田跡地の形状や造成工事の内容が不明であるから，土地の現状を前提と

した鑑定評価を行うことが，本件ゴルフ場の価格を求めるのに最も妥当な方法

である。   

原告は，本件ゴルフ場の「取得費用」は「元の土地」（塩田跡地）の価格で

なければならないと主張するが，これを厳密に求めることは困難である。そし

て，理論上，「元の土地」の価格は，「現状の土地」の価格から，元の土地に

するまでの「造成費」を控除したものとなるところ，この「造成費」は「元の

土地」（塩田跡地）をゴルフ場として使える状況に造成する費用，すなわち固

定資産評価基準における「造成費」と同じ値となる。そうすると，下松市は，

鑑定評価額から評定した取得費用に，重ねて造成費を加算することなく評価額

を決定しているのであるから，何ら固定資産評価基準に違反するものではな

い。   

なお，上記のとおり，本件ゴルフ場の本件登録価格は，ゴルフ場通知に従っ

て算出したものではないが，ゴルフ場通知は，固定資産評価基準の定める「附

近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額」を算出する場合の
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具体的一例を技術的助言として通知したものであり，ゴルフ場通知に従わない

ことが直ちに固定資産評価基準に反することになるわけではない。ゴルフ場通

知は，山林を開発して造成されたゴルフ場を念頭にしたものであるところ，本

件ゴルフ場は，塩田跡地の平坦な土地を利用して作られたゴルフ場であって，

密集した樹木群も大きな標高差もない土地である。このような土地についてゴ

ルフ場通知を用いると，実在しない「山林の価格」が求められることになり，

かえって不合理・不公平な結果を招くことになる。 

イ 本件不動産鑑定の妥当性   

本件不動産鑑定においては，本件ゴルフ場の最有効使用を工場地とし，近隣

の工場地の取引事例をもとに本件ゴルフ場の取得価額を評価している（取引事

例比較法）。取引事例比較法は，宅地であれば住宅地，商業地，工場地のいず

れかに分類して同一の種別についての取引事例を採取することで価格を導く方

法であるため，当該土地の最有効使用が工場地と判断されるのであれば，塩田

跡地ではない工場地の取引事例と比較することは是認される手法である。       

本件ゴルフ場は，下松市の海岸沿いの工業地域内にあり，都市計画法上の用

途地域としては北側の一部が工業地域，それ以外は工業専用地域に指定されて

いる。東側にはＥ，Ｆ，Ｇなどの大規模工場がある。本件不動産鑑定では，本

件ゴルフ場の立地，法的規制などの条件は前記大規模工場とほぼ同一であり、

本件ゴルフ場を含む地域の一般的使用が大規模工場地であると認められること

や大規模工業地の方がそれ以下の規模の工業地よりも生産性の面で有利である

ことなどに照らして，本件ゴルフ場の最有効使用を大規模工業地と判断したの

であり，何ら不合理な点はない。 

（２）原告の主張 

ア 評価の枠組み   

本件は，納税者が私的鑑定を根拠に固定資産評価基準に基づく登録価格の違

法性を主張する事案ではなく，登録価格が最大となるような恣意的な不動産鑑

定に依拠して決定された登録価格に対し，納税者たる原告が固定資産評価基準

に基づく評価を求めるという事案である。    

つまり，固定資産税の課税においては，全国一律の統一的な固定資産評価基

準に従って公平な評価を受けること自体に法的に保護される利益があり，ゴル

フ場用地の評価については，その具体的な取扱いを示したゴルフ場通知が発出

されており，他の市町村においては，塩田跡地を利用したゴルフ場について，

ゴルフ場通知に拠るか，少なくとも，同通知の趣旨を反映した事務要領等に従

って評価をしており，特段問題なく運用されていることから，ゴルフ場通知に

よらない不動産鑑定に従って決定された本件ゴルフ場の本件登録価格は，固定

資産評価基準に従ったものではない。   
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本件ゴルフ場についてもゴルフ場通知によって評価することができ，ゴルフ

場通知に従って本件ゴルフ場を評価すると，近傍の宅地として国の定める工業

専用地域の地価調査価格である１万９３００円／平方メートル（あ１７）によ

り，別紙計算書のとおり，４億１５４９万０１２４円と算出することができる

ので，これを超える本件登録価格は違法である。 

イ 本件不動産鑑定の妥当性   

ゴルフ場用地の評価において，ゴルフ場通知に拠ることなく，不動産鑑定士

による鑑定評価を利用することが直ちに違法でないとしても，固定資産評価基

準に適合しない不動産鑑定評価を利用することは違法である。   

固定資産評価基準では，ゴルフ場等用地の評価に当たり，価格事情に変動が

あるとき若しくはこれらの「取得価額」又は「造成費」が不明のときは「附近

の土地の価額」又は最近における造成費から評定した価額によるものとされて

いるところ，同基準が「附近の土地の価額」から評定しようとする「取得価

額」は，賦課期日において当該土地を造成前の状態で取得する場合の客観的時

価としての「取得価額」であるから，「附近の土地」とはゴルフ場等の開設を

予定し得るものであるとともに，ゴルフ場用地たる当該土地と価格形成要素を

共通にするものであり，将来における期待価格を含まないものとして理解すべ

きであり，仮に，これらの条件を満たす「附近の土地」が存在しないときは，

「附近の土地」として選定された土地の価額について，これらの条件を評定の

過程において考慮して適切な補正を加えるべきものである。   

そうすると，本件ゴルフ場の取得価額を「附近の土地の価額」から評定する

場合，本件ゴルフ場の造成前の状態である塩田跡地の時価をもとに取得価額を

求めなければならず，その「附近の土地」となりうるのは，ゴルフ場の開設を

予定し得る塩田跡地となる。ところが，被告が依拠する本件不動産鑑定は，本

件ゴルフ場の最有効使用を工場地とし，ゴルフ場の開設を予定しえない，しか

も価格形成要素の異なる近隣の工場地を選定し，同土地の取引事例と比較する

取引事例比較法によって本件ゴルフ場の評価額を算出しており，固定資産評価

基準の規定する「附近の土地の価格」から評定したことにはならない。   

仮に，塩田跡地の売買実例価額等が存在しないために，価格形成要素を異に

する工場地を「附近の土地」として，本件ゴルフ場の取得価格を評定せざるを

得ないとしても，価格形成要素の相違点を評定の過程において考慮して適切な

補正をしなければならないが，下松市長は何ら補正をしていない。   

また，原告提出の私的鑑定（あ３８）からわかる通り塩田を造成するために

は多額の造成費が必要となるにもかかわらず，本件登録価格の決定にあたって

造成費は考慮されていないことや，私的鑑定では，原価法の手法を用いて本件

ゴルフ場の鑑定も行われているが，その結果と本件登録価格には大きな差があ
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ることなどからすると，被告が本件ゴルフ場の取得価額として採用した本件不

動産鑑定はゴルフ場の造成前の塩田跡地を取得する場合の客観的時価としての

取得価額ではなく，すでに工場地として利用が可能なように埋め立てが完了し

た状態の土地の取得価額である。   

そのため，本件不動産鑑定は，固定資産評価基準の枠組みに沿っておらず，

本件不動産鑑定に依拠した本件登録価格は違法である。 

２ 本件登録価格は客観的な交換価値を上回るか（争点２） 

（１）原告の主張   

地方税法は，全国一律の統一的な評価基準による評価によって，各市町村全

体の評価の均衡を図り，評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解

消するために，固定資産税の課税標準に係る適正な時価を算定するための技術

的かつ細目的な基準の定めを総務大臣の告示に係る評価基準に委任していると

ころ，固定資産評価基準には，「附近の土地の価額」をどのように算定するの

か，同価額からいかにして取得価額を評定するのかについて技術的かつ細目的

基準が定められていないことや，ゴルフ場通知によって具体的な取扱いを定め

なければ市町村長が評価を行えないような抽象的な定めになっていることに照

らすと，固定資産評価基準は委任の趣旨に反している。そのため，固定資産評

価基準は一般的合理性を有しない。   

原告において本件ゴルフ場の価値について私的鑑定（あ３８）を行ったとこ

ろ，本件ゴルフ場の客観的な交換価値は１３億８０００万円であることが明ら

かになった。したがって，これに宅地の評価割合７割を乗じた９億６６００万

円を超える部分は違法である。   

被告は，原告の私的鑑定が本件ゴルフ場の最有効使用を「中規模工場地」と

したことを非難するが，Ｄ鑑定が最有効使用を大規模工場地としたことこそ大

いに疑問がある。 

（２）被告の主張   

固定資産評価基準のゴルフ場用地の規定に拠ったとしても一般的な合理性を

有するとの推認が働かないとの原告の主張は，原告独自の主張にすぎない。     

原告の私的鑑定は，本件ゴルフ場の最有効使用を「大規模工場地」とすべき

ところを「中規模工場地」と判定するなど，その内容に疑義があり，同私的鑑

定をもって，本件処分が違法とは判断できない。 

【争点に対する判断】 

１ 土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格の決定が違法となるの

は，当該登録価格が，〔１〕当該土地に適用される固定資産評価基準の定める

評価方法に従って決定される価格を上回るときであるか，あるいは，〔２〕こ

れを上回るものではないが，その評価方法が適正な時価を算定する方法として



 山口地裁 平成 28(行ウ)6 

11 

 

一般的な合理性を有するものではなく，又はその評価方法によっては適正な時

価を適切に算定することのできない特別の事情が存する場合であって，同期日

における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るときである

ということができる（最高裁平成２４年（行ヒ）７９号同２５年７月１２日第

二小法廷判決・民集６７巻６号１２５５頁参照）。   

これを前提とすると，本件登録価格が，固定資産評価基準の定める評価方法

に従って決定されたものではなく，かつ，固定資産評価基準の定める評価方法

に従って決定される価格を上回る場合には，本件登録価格の決定は違法とな

る。 

２ 本件登録価格は，本件ゴルフ場に適用される固定資産評価基準の定める評

価方法に従って決定されたものといえるか（争点１） 

（１）固定資産評価基準では，ゴルフ場等用地の評価について，当該ゴルフ場

等を開設するに当たり要した当該土地の取得価額に当該ゴルフ場等の造成費を

加算した価額を基準にする評価方法を採用しているところ，「取得価額」及び

「造成費」は，当該土地の取得価額又は造成費が不明な場合や取得後若しくは

造成後に価格事情が変動した場合，「附近の土地の価額又は最近における造成

費から評定した価額による」と規定し，ゴルフ場通知においては，その具体的

な取扱いが示されている。 

（２）原告は，本件登録価格がゴルフ場通知の取扱いに沿っていないことをも

って，本件登録価格が固定資産評価基準に従っていないと主張するところ，ゴ

ルフ場通知の法的性質は，固定資産評価基準第１章第１０節二に規定されてい

る「取得価額」及び「造成費」を算出する場合の具体的一例を示した地方自治

法２４５条の４第１項等に基づく「技術的助言」であると解され，固定資産評

価基準に従った唯一の算出方法を示したものではないため，ゴルフ場通知に規

定された算式によらずに取得価額又は造成費を算出した場合であっても，固定

資産評価基準の定める枠組みに沿ったものであれば，固定資産評価基準の定め

る評価方法に従って決定された価格といえる。   

前記前提事実によれば，本件ゴルフ場については，用地の取得後において価

格事情に変動があり，その取得に要した費用の額も不明であるところ，その周

辺地域の大半が宅地化されているゴルフ場に該当することから，ゴルフ場通知

を適用する場合には，同通知の「市街地近郊ゴルフ場」として算定することに

なり，市街地近郊ゴルフ場について取得価額を評定する算式は，前記のとお

り，近傍の宅地の評価額を基準としつつ，山林を宅地に造成するための造成費

を差し引くなど所定の計算を行うこととなる。このようなゴルフ場通知の定め

は，ゴルフ場を造成する場合，山林を転用するのが一般的であることから，市

街地近郊ゴルフ場の場合には，近傍の宅地の評価額を基礎としつつ，そこから
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山林としての取得価額を求める趣旨のものと解される。   

そうすると，塩田跡地を利用して作られた本件ゴルフ場の取得価額を評定す

るにあたって，ゴルフ場通知の算式を使用しなかったことにも相応の理由があ

るといえ，下松市長がゴルフ場通知を適用しなかったことだけで直ちに本件登

録価格の決定が違法となるものとは認められない。 

（３）そこで，本件不動産鑑定を利用した本件登録価格が，固定資産評価基準

に従ったものであるかについて検討する。   

前記のとおり，固定資産評価基準におけるゴルフ場等用地の評価の方法は，

ゴルフ場等を開設するに当たり要した当該土地の「取得価額」とゴルフ場等へ

の「造成費」との合算額を基準とし，これらが変動し又は不明となった場合に

は，附近の土地の価額又は最近の造成費用から評定した価額によるとするもの

であるところ，「取得価額」にゴルフ場等への「造成費」を加算するという基

準の定め方からすれば，附近の土地の価額から評定する「取得価額」はゴルフ

場等への造成前の素地の「取得価額」と解される。   

そうすると，本件ゴルフ場について固定資産評価基準に従って評価する場

合，附近の土地の価額から評定すべき「取得価額」は，本件ゴルフ場として造

成される前の素地としての塩田跡地の基準年度における客観的時価をいうもの

と解すべきである。   

しかし，前提事実（４）及び証拠（あ５の２，い３ないし５，７）によれ

ば，Ｄ鑑定士は，本件不動産鑑定に当たって，本件ゴルフ場の最有効使用を工

場地として標準価格を求めた上で，標準的画地として観念した工場地は高低差

のないフラットな状態に整地したものと想定し，本件ゴルフ場の高低差が１メ

ートル程度あることから，整地による減価を標準価格の１２パーセント相当と

見込み，個別的要因の格差率として８８／１００を乗じて本件不動産鑑定評価

額を定めたことが認められ，かかる事実からすれば，本件不動産鑑定評価額

は，本件ゴルフ場が工場地として使用可能な程度に整地された土地の価額であ

り，本件ゴルフ場が造成される前の素地としての塩田跡地の客観的時価ではな

い。また，Ｄ鑑定士は，下松市から本件ゴルフ場について，ゴルフ場に造成さ

れる前の素地の価格の鑑定依頼を受け，本件ゴルフ場を一つの画地として，本

件ゴルフ場の最有効利用を工場地とし，かつ，取引事例比較法を用いて「取得

価額」を算出したことが認められ，かかる鑑定手法では，本件ゴルフ場が造成

される前の素地としての塩田跡地の客観的時価を求めることはできないといえ

る（あ１２（３５６頁），い７（２３から２７頁まで）参照）。   

そうすると，下松市長が，本件不動産鑑定の鑑定評価額に宅地の評価割合で

ある７割を乗じて決定した本件登録価格は，その余の点について判断するまで

もなく，固定資産評価基準が定める方法に従ったものではないということにな
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る。   

これに対し，被告は，本件ゴルフ場は取得価格及び造成費ともに不明であ

り，元の塩田跡地の状況も不明であるから，土地の現状を前提とした鑑定を行

うことが，当該土地の価格を求めるのに最も妥当な方法であると主張するが，

前記判示した固定資産評価基準においてゴルフ場等用地の取得価格の評定方法

と反し，山林の時価をもとにゴルフ場用地の取得価額を求める具体例を示した

ゴルフ場通知において，山林に係る宅造費やゴルフ場の造成費が不明の場合で

あっても，土地の現状を前提とするのではなく，平均的宅造費や平均的造成費

を利用して算出することとしていることと相反するものであるから，被告の主

張は採用できない。被告は，不動産鑑定の方法に従って塩田跡地の価額を求め

ることは困難である旨主張するものであるが，それは，被告において，ゴルフ

場通知によらずに，不動産鑑定評価基準に従って本件ゴルフ場を評価しようと

したことの帰結であるから，前記判断を左右するものではない。 

３ 本件登録価格が，固定資産評価基準の定める評価方法に従って決定される

価格よりも上回るか   

本件登録価格の決定の適法性を基礎付ける事実について被告が立証責任を負

い，被告において，本件登録価格が，固定資産評価基準の定める評価方法に従

って決定される価格を上回らないことの立証責任を負うと解される。   

この点，被告は，固定資産評価基準の定める評価方法と異なる方法による場

合を前提とした主張はしていないものの，本件登録価格は，本件不動産鑑定評

価額に造成費を加算していないことから，「現状の土地」を前提とした本件不

動産鑑定評価額と固定資産評価基準に基づく評価は一致すると主張している。

つまり，被告の主張によれば，理論上，「元の土地」の価格は「現状の土地」

の価格から，元の土地を現状の土地にするまでの「造成費」を控除したものと

なり，この造成費は，「元の土地」（塩田跡地）をゴルフ場として使える状況

に造成する費用，すなわち固定資産評価基準における「造成費」と同じ値とな

るはずのものであるから，造成費がいくらであっても，足し引きの結果ゼロと

なり，本件不動産鑑定評価額は，固定資産評価基準による場合と同様になると

いうのである。 

そこで検討するに，被告が依拠した本件不動産鑑定評価額は，前記判示のと

おり，本件ゴルフ場が工場地として使用可能な程度に整地された価額であるこ

とから，被告の主張する理論を前提とすると，塩田跡地に塩田跡地から工場地

として使用可能に整地された状態とするための造成費が加算された価額とみる

ことができる一方，固定資産評価基準の定めるゴルフ場用地の評価に当たって

の造成費は，塩田跡地からゴルフ場にするために要する造成費であり，実際に

その価額が一致するのか俄かには明らかでない。また，本件不動産鑑定評価額
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は，固定資産評価基準に適合しない鑑定手法で算出されたものである以上，固

定資産評価基準に基づく評価とは具体的な算出方法が異なるのであるから，被

告が主張するように理論的側面だけから価額が一致するといえるのか疑問であ

る。さらに，原告は，塩田跡地を工場地に造成する場合には，工場建物の荷重

が掛かっても地盤沈下に耐えうるための地盤改良なども必要であり，塩田跡地

を工場地としての使用に耐えるような状態にする造成工事とゴルフ場として利

用するための造成工事は次元が異なるものであり，その費用は当然に差が生じ

る旨主張するところ同主張を排斥するに足りる証拠はない。   

これに加え，そもそも，本件ゴルフ場の評価について，前記のとおり，ゴル

フ場通知とは異なる方法で算定することが直ちに違法ではないとしても，本件

ゴルフ場について，ゴルフ場通知に従って算定することができないことまで，

被告が主張立証しているわけではなく，原告が主張するように，固定資産評価

基準に適合するゴルフ場通知に従って算定した場合には，本件登録価格を下回

る可能性が排除できない。   

そうすると，下松市長が，本件登録価格を決定するに当たって，本件不動産

評価額に造成費用を加算しなかったことを踏まえても，本件登録価格が，固定

資産評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を超えていないと認め

ることはできない。   

したがって，本件不動産鑑定の具体的内容の適否等について，より子細に検

討するまでもなく，固定資産評価基準の定める評価方法に違反した本件不動産

鑑定に依拠した本件登録価格は違法である。 

４ 以上のとおり，本件登録価格は違法であるが，本件ゴルフ場の評価に当た

っては，ゴルフ場通知によるのか，固定資産評価基準の評価方法として許容さ

れるそれ以外の方法によるのか，それぞれの場合にどのように算定するのかに

ついて，改めて裁決行政庁の合理的判断に委ねるのが相当であるから，本件決

定の全部を取り消すのが相当である。 

【結論】 

よって，原告の請求は理由があるから、主文のとおり判決する。  

山口地方裁判所第１部 

裁判長裁判官 福井美枝 裁判官 道場康介 裁判官 定松祐太朗 


